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厚狭川

木屋川

山陽小野田市

下関市

北九州市

Ａ

本山岬南端に
設置した標識

Ｂ

行橋市蓑島山頂上

ハ
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有帆川

宇部市

厚東川

西沖干拓護岸東端から護岸沿いに
西へ1,080メートルの点に設置した標柱

Ｄ 本山岬本山観音前に設置した標柱

西沖干拓護岸西端屈曲部から
東へ121メートルの点に設置した標識
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附属漁場図

山口県
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